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(論文内容の要 旨)

本論文は17世 紀 のイギリスの哲学者ジ ョン ・ロック(1632～1704)の 倫理学の解明 と

その現代的意義 を探求 し、 これ を提示す ることを目的 とす る。

ロックはその主著 『人間知性論』によって一般 にはイギ リス経験論の祖 として知 ら

れている。 ロックが後世に与 えた影響は哲学史の常識 であ り、もはや多言 を要 さない。

ところが、社会契約論 を始 め、 自然法論や所有権論、抵抗権論 といった重要な トピッ

クを含んだ 『統治二論』 にお けるロックの倫理学 は、後世 の現実政治への影響 とは裏

腹に、研究史 において芳 しい評価 を得て こなかった。その理 由は二つある。第一に、

一般 には社会契約論 として知 られ るロックの同意論は ヒュームを嗜矢 とす る数多 くの

批判 を浴び、倫理学の議論 としては後景に退いてしまった ことであ り、第二 に、 『統治

二論』 に散見 され る記述の齪薗吾から、 これは時事 的なパ ンフ レッ トだ とい う低い評価

が趨勢 を占めてきたことである。

このような評価 に抗すべ く、本論文は以下三つの 目的を有す るものである。第一 に、

ロック倫理学 を解 明し、その内実 を出来 る限 り整合的な形 で析 出す ることである。そ

して、第二 に、 ロック倫理学へ の誤解や批判 と向き合い、 これを正 し、できる限 り擁

護す ることである。そ して、第三 に、 ロック倫理学の現代的意義 を探求 し、 これを提

示す ることである。以上の 目的を達成す るため本論文 は 『統治二論』 を始め とす る著

作はもちろん、遺稿や書簡 までも視野 に入れ なが ら、研究 を遂行す るものである。

本論文 は全三部構成 で八章か ら成 る。第一部 「ロック倫理学の予備的考察」ではロッ

ク倫理学 の前提 を押 さえた。第一章 「自然状態 における人 間」 では、人 間が生来持っ

ている諸権利 の概略 をまとめた。特 にここでは人 間が生来有す る生命、 自由、財産 と

総称 され るところのプ ロパティに対す る人間の排他的権利 について詳 らかにした。

続 く第二章 「人 間関係 としての自然状態」 では、 ロックが前提 としてい る自然状態

とはいかなる状態 であるのか を明らかにした。先行研究ではロックの自然状態 とは統

治の設立以前の歴史的状態 とされてきた。そして、そうであるがゆえに自然状態はヒュー

ムを始 めとして、その歴史的実在性が疑われてきた。 これに対 して本論文は、『統治二

論』全体 に散在す るロックの自然状態の記述 を丹念 に読解す ることで、 ロックの 自然

状態が、実は統治 の設立以前 にのみ存在す るような歴史的状態 な どではな く、同 じ統

治 を共有 しない者 同士の人間関係 を意味す ることを明 らかにした。 さらに本章では、

第一章で示 したプ ロパティへの排他的権利 を前提 にすれば、人 間は誰 もが自然状態 に

生まれ落 ちることを指摘す ることで、 自然状態は統治下 にあっても存在す るこ とを解
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明した。

第三章 「自然法 と道徳」では ロックの道徳論の内実 を究 明した。先行研究 では 自然

法は神の法であることか ら、 ロックの神学的側面 が強調 されてきた。そ して、神学的

側面 を有す るがゆえに、 ロック倫理学の現代的意義は否定 されてもきた。 これ に対 し

て本論文 はロックの道徳論 は自然法にのみ汲みつ くされ るものではない ことを主張す

る。 ここで本論文 は 『人間知性論』における 「評判法」に着 目した。 「評判法」 とは、

世俗 の社会 に生 きる人 々の評価や評判 に基づ く道徳の ことである。実 は、 ロックはこ

の 「評判法」 が神 の法 と大部分一致す ると明言 している。つま り、 ロックは 自然法 を

重視 していた一方、社会の人々の評価や評判 に基づ く世俗的な道徳論 も展開 していた

のである。 このような人々の評価や評判 を重視す るロックの道徳論 は後年 ヒュームや

アダム ・ス ミス において結実す るいわゆる道徳感情論 を先取 りす るもの と言えるだろ

う。

第一部 の知見 を踏まえた上で、第二部 「ロック倫理学の解明」ではいよいよロック

倫理学の内実 を明 らかにす る。第四章 「同意論」 では、同意 による統治 の設立のプ ロ

セスを押 さえた後、 ロック同意論 を仮説的同意論 とす る解釈 を姐上 に載せた。 この解

釈は ヒュームを嗜矢 とす るロック批判 を克服す るもの として、近年勢力 を増 してきて

い る。 とい うのも、 ロックの同意 を仮説的なものにしてしまえば、その前提 である と

ころの 自然状態 も原始契約 も単なるフィクシ ョンとすることが可能 となるか らである。

だが、 このロック解釈 は受 け入れ難い。なぜ なら、 この解釈では、 ロックが 『統治二

論』第一篇で展開したフィルマー批判や プロパティへの排他的権利 と齪酷 を来たすか

らである。 ロック同意論はあ くまでも被治者 に現実の同意を要請す る現実的同意論 と

して読まねばないのである。

さて、 ロックは同意 には二つ の示 し方がある としていた。す なわち、明示 の同意 と

暗黙 の同意である。第五章 「同意の表明の仕方」 では この同意の示 し方 をめ ぐってこ

れまで研究者 を二分 してきた論争 に取 り組んだ。 この論争 は、人間を社会の成員 とす

るのは明示の同意 のみか どうか とい う論争である。一方の研究者 は明示 の同意のみが

人間を社会の成員 にす ると主張し、他方 の研究者 は、暗黙 の同意 もまた人間を成員す

ると主張 してきた。実 は、 ロックは 『統治二論』のある箇所では明示の同意のみが人

間 を成員 にす る と述べ、他 の箇所では暗黙の同意 もまた人間を成員 にす ると述べてい

るので、 この論争 は決着 を見ないできた。 この論争 に対 して、本論文 はこの両者 に共

通す る前提、すなわち、示 し方 が異なるがゆえに明示 の同意 と暗黙 の同意は異なる役

割 を果たす同意であるとい う前提 を問 うた。そして、明示 の同意 と暗黙 の同意の区別

は 「一般的 に行われてい る区別」だ とす るロックの記述 をも とに、 日常生活 では暗黙

の同意が場合 によっては明示の同意 と同 じ役割 を果た しうること、また ロックに影響

を与 えたプーフェン ドル フもそ う主張 していることを示 した。 さらに、同意をす るの

はいったい誰 なのかとい う観点 から場合分けをす ることで、 これまで矛盾す る とされ
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てきたロックのテクス トが整合的 に読めることを明らかにした。

第六章 「抵抗権論」 では ロックの抵抗権論 の前提であるところの統治 と社会の区別

を取 り上 げた。 この区別 によってロックは、統治 が圧制 を敷いた場合、統治 は解体す

るが社会 は解体 しないので、社会は統治 を打倒できると主張する。 ところが、 レオ ・

シュ トラウス らが指摘す るよ うに、『統治二論』には統治が解体 して も社会 は解体 しな

い とい う記述 とともに、統治が解体す ると人 間は自然状態 に戻 るので、社会も解体す

るかのような記述 も存在 している。本章 では この記述 の齪齪 に取 り組んだ。 ロックに

よると、統治 の解体 とは、統治 と社会 とが戦争状態 に陥 ることを意味す る。そして、

本論文第二章 の解釈 をもとにすれば、 この戦争状態は、両者の間に共通 の統治がいな

いゆえに、 自然状態でもある。つま り、統治 が解体す ることで人間は確 かに自然状態

に戻 ることになる。だが、それ でも社会が解体 していない ことに注意 しなければな ら

ない。 とい うのも、人間は社会 に入 る ときに、社会 を一つの団体 とす ることに同意 し

ていたか らである。 この同意は統治 の解体後 も拘束力 を持つため、統治 が解体 した と

しても、人間は社会 とい う団体 として一体であ り続 けなければな らない。つま り、 自

然状態 に戻ることと社会が解体することとは全 く違 うのである。こうして本論文はロッ

クの記述 が整合的に読 めることを明 らかにした。

第三部 「ロック倫理学の現代的意義の探求」ではロック倫理学が現代 にどのよ うな

イ ンパ ク トを持つのかを考察 した。まず、第七章 「ヒュームの ロック批判の検討」で

はロックに対す るヒュームの規範的批判 を検討 した。 ヒュームのロック批判 は三つ に

整理で きる。第一に、統治への服従義務 はそれがもた らす社会的利益で説明ができる

ので、同意は不要だとい う批判 である。第二 に、居住 の事実か ら導出され る暗黙 の同

意は 自由な同意ではない とい う批判 である。第三に、 ロック同意論 は圧制 を容認 しか

ねない とい う批判 である。第一 の批判 に対 して本論文 は、 ヒュームのよ うに統治への

服従義務 は社会的利益 に拠 ると訴 えるだけでは、特定 の統治への服従義務 を導出す る

ことができない ことを指摘す ることで、同意の必要性 を主張 した。第二 と第三の批判

に対 しては、暗黙 の同意は 自然法 と立法部の設置 とい う二つの条件 を課 されているこ

とを明らかにす ることで、 ロックが居住 の事実だけか ら暗黙の同意を導出していない

ことを示 し、 ヒュームへの反論 を試みた。

第八章 「正義の 自然的義務 について」 では、 ロック倫理学の現代的意義の提示 に取

り組 んだ。そのため、本章では近年活発 な議論が交わ されている政治的責務論、すな

わち統治への服従義務 の導 出をめぐる議論 を取 り上 げた。 この政治的責務論 には様々

な主張があるが、ここで本論文 は正義の 自然的義務 とい う概念 に焦点 を絞った。も と

もと、 この概念は現代 に社会契約論 を復活 させた と言われるロールズ によって案 出さ

れたものである。端的に言 えば正義 の自然的義務 とは、我 々に適用 され る正義 に適っ

た統治 には服従 しなければならない とい う人 間が生来有す る義務の ことである。本章

は、 この正義 の自然的義務 の検討 を通 じて、 ロールズ とはまた違 うタイプの社会契約
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論であるところの ロック同意論 の可能性 を提示す ることを目指 した。 さて、 この正義

の自然的義務 にはシモンズによって二つの批判が寄せ られた。第一に正義の 自然的義

務では特定の統治への服従義務 が導出できない とい う批判 であ り、第二 にロール ズに

おける 「我々に適用 され る」 とい う表現 の曖昧 さを突 く批判である。 この批判 に対 し

て、 ロールズに代わって正義の 自然的義務の擁護 を図ったのがウォル ドロンであった。

ウォル ドロンの議論は二つ ある。第一 に、正義の 自然的義務は ロック同意論 よ りも優

れた政治的責務論 だとい う議論 であ り、第二 に、シモンズへの反論 である。 これに対

して本論文は、 ロックの自然法論をもとにまず前者の主張が誤 りであることを示 した。

次に本論文はシモンズに対す るウォル ドロンの反論 を検討 し、その結果、 ウォル ドロ

ンはシモンズの反論に応え られてい るものの、それ は正義の自然的義務 を一貫 させず、

密かにロック同意論に依拠す ることによってであることを明 らかにした。つま り、 自

然法 と現実的同意 を含む ロック倫理学は、 ウォル ドロンが正義 の 自然的義務 の利点 と

していたものも無理な く説 明できるだけでな く、正義 の 自然的義務 の弱点 も克服 でき

るのである。

本論文 が明 らかにしたロック倫理学の現代的意義は二つある。第一 に倫理学 にお け

る理論的な意義である。 ロック同意論の意義 が遺憾な く発揮 され るのが政治的責務論

である。 この ことは正義の 自然的義務 とい う概念 とロック同意論 との比較検討 におい

て明 らかになった。 ロック同意論は現実の同意 とい う契機 を含 んでい るので、正義の

自然的義務 による説明よ りも無理な く政治的責務 を説 明できる。本論文 は、 ロールズ

のそれ とはまた違 った、 ロック同意論 とい うも う一つの社会契約論 の可能性 を現代倫

理学 に対 して示せ たと思われ る。

第二 に、現代社会への改革の提言 とい う実践的な意義である。本論文 は特 にロック

の暗黙の同意 に現代的意義 を認 める。そもそも、 この暗黙 の同意 には条件が課せ られ

ていた。第一 に自然法 であ り、第二 に立法部 の設置である。特 に後者 は重要である。

なぜ なら、暗黙の同意 を推定す るためには、被治者全員 に開かれた立法部 を設置す る

ことが要請 され るからだ。 しかし、人類史 を振 り返れ ば分かるように、民主主義 を標

榜す るどんな国でも立法部が全 ての被治者 に開かれた ことはただの一度 も無 い。人間

の生来の 自由と平等を前提 とするならば、このような被治者の排除は許 されない。 ロッ

ク倫理学 は、 このよ うに排除 された人々を支 え、励ます ことができる。 ロック倫理学

は実践的な意味でもその価値 を失っていないのである。
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(論文審査の結果 の要旨)

本論文 は、17世 紀イ ングラン ドの哲学者 ジ ョン ・ロックの倫理学の核心を 『統治二

論』を中心 として解明 し、あわせてその現代的意義 を問 うものである。 ロックの倫理

学あるいは社会哲学は、その独 自の社会契約論 によって著名であるが、名誉革命やア

メ リカ独立戦争 に対す る影響な どにみ られ る社会思想史的意義 は ともか く、哲学的な

評価 としては、た とえば 『人間知性論』における認識論な どに比 してそれほ ど高 くは

ない とい うのが現状である。その理 由としては、D・ ヒュームに代表 され るような社会

契約論そのものへの批判や、神 を持 ち出 して議論 を決定的なもの とす る古典的 自然法

思想への批判 の存在 をあげることができよ う。また、現代 において社会契約論的発想

を再生 させた とされ るJ・ ロールズの 『正義論』が、 ロックの契約論 とは似て も似つか

ぬ ものであるとい う事実は、 ロックの倫理思想 をまった く過去 のもの として片づける

に十分であるかに見 える。

小城氏は、以上 のようなロック解釈 の現状 に対 して果敢に異議を申し立て、『統治二

論』のみならず、他の哲学的著作や遺稿、書簡 を含めたテクス トを縦横無尽 に探索す

ることを通 じて、独 自の一貫 した解釈 を提出 しようとす る。また、 この作業 は、同時

代か ら現代 に至 る無数 のロック解釈 を丹念 に検討 し、そこにみ られるロックに対す る

批判にていねいに答 えてゆ くとい う手法 によって支 えられている。 このような試みは、

少な くとも 日本 におけるロック倫理学研究 に関しては希有 のものであ り、本論の独創

性 を示す ものであるといって よい。

本論文 は、三部構成全八章か ら成 り立ってお り、最初の第一部 においては予備的考

察 として ロックの 「自然状態」 「自然法」といった主要概念 が丹念 に検討 され る。第一

章 と第二章 においては、従来 ロック批判 の根拠 となってきた 「自然状態」 を統治 の設

立以前の歴史的状態 とす る解釈 を退 け、それを 「同じ統治 を共有 しない者同士の人間

関係」 を表す ものであるとい う解釈、 さらには統治の存在下 においても自然状態 とい

う関係性 は存在 しうるとい う解釈 を、テクス トの慎重 な読解 によって提 出した。 これ

は、 ヒューム らによるロックの 「自然状態」 は歴史的に実在 しない架空 のものである

とい う批判 に対す る有力な反論 となってい る。第三章 の 「自然法」 に関す る議論 は、

従来 のロック倫理学に対す る軽視が、 ロックは神 を持 ち出 して議論 を停止 している と

い う批判 に基づ くものであるだけに重要なものであるが、 ここで論者 は主著 『人間知

性論』 において言及 されてい る 「評判法」 に着 目し、 ロック倫理学 が神 の法たる自然

法に基づ くものであることは確 かであるとしても、その役割 を限定的なものである と

し、現実 においてむ しろ世俗 にお ける人 々の意見による評価 こそが重要視 されてい る

こと、 したがってこの意味では ロックは続 く世代 のヒュームやス ミスの道徳感情論 を

先取 りしていた とさえい えると指摘 した。

本論の主要部分 である第二部 においては、まず第四章で ロックの社会契約論の核心

にある「同意」概念 が周到 に検討 される。 ロックの同意論 における困難 を排するため、
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多 くの論者が これ まで同意 を仮説的なもの とす る解釈、す なわち社会の設立において

は現実の同意 は必要ない とい う解釈 を とってきた。 しかし論者 は、 この解釈 が成 り立

たない とい うことを、多 くの仮説的同意論者 の議論 を克明に検討す ることを通 じて明

らかにした。そこでの議論 は、統治 の 「正当性」 と 「正統性」の峻別 とい う、 ロック

自身にはない論者独 自の解釈枠組みに基づ くものであ り、 この二つを同一視 してい る

仮説的同意論 は、 「どの特定 の統治 に対す る服従義務が発生す るのか」とい う問いに答

えられず、 ロック自身の意図か ら大 き くはずれ るため現実的同意論 を採用せ ざるをえ

ない とい う結論は、緻密かつ迫力のあるもの となってい る。また現実の同意が明示的

なものか暗黙 のものか とい う、 ロックの曖昧な記述そのものに起因す る論争 に関 して

も、第五章 において一定の解釈 が提 出され る。 ここでの解釈は、 ロックが依拠 してい

たとされ るプーフェン ドル フの著作 を援用 しつつ、誰 が どこで同意す るのか とい う現

実問題 として考 えた場合、暗黙 の同意が明示 の同意 と同じ役割 をはたす ことがある と

い うものであ り、これ によ りロック同意論 に整合 的な解釈 を与えることができる。第

六章 における 「抵抗権」論 の解釈は、 これが今なお高 く評価 され るものであるだけに

重要であるが、 ここでのロックの記述 にも一見す ると不整合 にみ える点 があ り、論者

はこの問題 を 「統治」 「社会」 「戦争状態」 「自然状態」といった諸概念 を精査す ること

によって明確化 し、独 自の整合的解釈 を提出す ることに成功 している。

第三部 は、 ロック倫理学 の現代的意義 に関す るものであ り、まず第七章 において、

ヒュームによるもうひ とつ のロック批判 である、居住 の事実か ら暗黙の同意を導出し

ているロックの議論は圧政 を容認 しかねない とい う、現代 でも問題 にな りうる問題が

検討 され る。 ここにおいても論者はテ クス トの正確な読解 に基づ き、 ロックが居住の

事実か らのみ暗黙 の同意 を導出してい るわ けではな く、統治 に関して自由に議論 し、

異議 申し立てが許 され、 自らの選んだ代表者 による立法部 によって規制 されるよ うな

統治形態 においてはじめて同意 の推定がなされ るとい う独 自の解釈 によって ヒューム

の誤解 を回避 しようとす る。最終章の第八章では、現代 を代表す る社会契約論者 であ

るロールズの統治への服従義務 に関す る 「正義の 自然的義務」論 をロックの理論 と対

比 させ、 ロック契約論が ロールズの理論 の弱点 を補い うるものであることを示す こと

によって、 ロック倫理学が過去 の遺物ではない とい うことを主張 した。

以上のよ うに、本論文は、い ささか評価 の低かった ロック倫理学に対 して、その契

約論 を中心 に斬新 で力強い解釈 を与 えるものである。テクス トの徹底 した読み と同時

代か ら現在 に至 る批判や解釈論争 を丹念 に再検討 した成果 はす ぐれたものであ り、今

後の ロック研究 にも大 きい影響 を与 えるもの となろ う。 しかし、本論文 にもい くつか

の蝦疵は残 る。た とえば 「ロック倫理学」と表題 に掲 げつつ も、契約論 を中心 とした

ために、人格論や、 自由意志論、所有論 な ど、現代の理論 にも大 きな影響 を与 えてい

る論点 に関しては註で論 じられ ているに過 ぎない とい う点、 自説 を強調 したいあま り

にやや冗長 かつ強引な記述が散見 され る点な どを挙 げることができるかもしれない。
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しか しと りわけ前者に関 しては論者 の今後の精進 によって必ずや補われ るはずのもの

であ り、直ちに本論文 の学術的意義 を損 な うものではない。

以上審査 した ところによ り、本論文は、博士(文 学)の 学位論文 として価値あるも

のと認め られ る。平成二十四年十二月十七 日、審査委員三名が論文 内容 とそれ に関連

した事柄 について 口頭試問を行 った結果、合格 と認めた。
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